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今後の電力需給調整対策について (中間報告案)
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東日本大震災の影響で福島第一原子力発電所の深刻な事故に加え、
東京電力管内の発電所の一部が停止したため電力供給力が大幅に低
下し、今夏の電力需給が大変厳しいものになると想定される。

3月 28日 まで、緊急的措置として計画停電が実施されてきたが、
この措置は関東圏を中心に生活や産業活動に大きな混乱を生じさせ
ており、他の手法による電力需給のバランス確保が強く求められる
ところである。

こうした観点に立ち、電力需要の実態を把握するため、 4月 中旬
から関係団体よリヒアリングを実施した。 (月1紙 1参照)ヒ アリング
を通じ、改めて電力は社会・経済の基盤を形成しており、その安定
供給が何よりも重要な前提条件であることを痛感したが、それらの
結果を踏まえ、国民生活及び産業活動の水準を維持するとともに不
測の大停電を回避するため、供給力の増強と需要節減の双方につい
て、以下の対策の早急な実施を提言する。

(電力消費削減に関する国会議員からの要請は別紙 2のとおり。)

【短期的対策】

東京電力及び東北電力による供給力の最大化はもとより、政府と
して再生可能エネルギーの導入支援強化及び自家発電設備導入への
最大限の支援を行い、総体として電力供給力の最大化に努めるもの
とする。
1.電力供給力の最大限強化

① 東京電力管内の発電所では最大 6,448,7万 kW(平成 21年度末時
点)の発電設備を有しているが、現在の電力供給力はおよそ 4,000

万 kW(4月 25日 時点)である。水力、火力をはじめすべての東京
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電力管内の発電所を可能な限リフル稼働させること、各電力会社

からの電力融通、自家発電設備からの電力確保の増大、ガスター

ビン設備の新増設の加速等を行い、今夏までに、総力を挙げて最

大限 5,200万 kWを確実に供給できるよう電力供給力の増強に努め

る。

ただし、電力需要期の 8月 には、柏崎刈羽原子力発電所第 1及
び第 7号機が定期検査入りし、あわせて 190万 kWの電力供給力が

失われることに留意が必要である。

② 太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入支援強化

東京電力管内に普及した住宅用太陽光発電は平成22年度までに

約 75万 kW(東京電力管内では約 15.3万戸に普及)の発電能力が

あるとされる。

太陽光発電を住宅に設置する場合、平成 23年度予算で住宅用太

陽光発電導入支援対策補助金として 349億円が計上されており、

今年 1年間で約全国に 17万戸に導入することとされている。(1

戸あたりの補助金平均額は約 20万 5千円程度)同補助金は l kW

あたり48,000円 の補助を行うものである。

今般、この補助金を少なくとも l kWあたり70,000円 (昨年度の

補助金額と同程度)に戻し、今夏までに2万 5千戸導入 (1戸あ

たり4 kW)することを目標とし、発電能力の約 10万 kW増加を目

指す。 (予算規模は 70億円)

また、固定価格買い取り制度 (2012年実施予定)について、供

給力の増大・復旧に配慮しつつも、東京電力・東北電力管内にお

ける前倒しの施行を検討する。

③ 工場設備及び病院等の公共施設における既設又は休廃止中の自

家発電設備の稼働再開及び新設支援

東京電力管内にある既設又は休廃止中の自家発電設備数が 875、

許可出力合計は約 11640万 kW存在する。稼働再開にあたっては、

電力会社からの買電コス トと自家発電設備の発電コストのギャッ
プを解消し、かつ、インセンティプを付与するために、東京電力

管内に限り既設と新設の区別なく、l kWhあたり10円を補助する。
これにより全体の 1割の常時発電を行う自家発電設備を確保し、

約 164万 kWの発電供給力増強が確保を目指す。(新設に係る予算

規模は約 60億円。既設及び休廃止中の設備については、第一次補

正予算で 100億円計上済み)
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〔留意事項〕

今夏の電力供給力増強のため、以下の対策及び緊急的措置としての規制見直
しを実施することとする。

○ 大気汚染防止法第4条に基づき、国が定める基準よりも厳しい基準を課し
ている地方自治体が存在する。自家発電設備の活用促進のため、期間限定で
当該地方自治体の規制を国と同水準まで緩和することとし、それまで使用で
きなかった自家発電設備の活用を促進する。

○ 消防法第 10条及び第 11条 に基づき、一定数量以上の燃料を貯蔵する場合、

事前に市町村長等の許可を受けなければならない。自家発電設備の活用促進
のため、東京電力管内で自家発電設備を設置する場合等に限定した上で、期
間限定で燃料の貯蔵数量の緩和等を検討する。

また、同法第 9条の 3に基づき、自家発電設備を設置しようとする場合、
事前に所轄消防長等に届出なければならず、設備を設置するための期間短縮
を図るため、確認期間を短縮する。

○ 電気事業法第48条に基づき、自家発電設備を設置しようとする者に対し、
事前届出の確認期間を大幅に短縮する。

2.電力需要対策

東電における供給増対策に成功したとしても、ビーク時を想定す
れば、なお 500万 kW程度の供給力不足が生ずる。また、供給力の回
復が遅れる東北電力の電力供給にも配慮する必要がある。そのため、
以下の電力需要削減の緊急対策を実施する。

〔企業・家庭共通〕

① 今夏の電力需要削減目標

そのため、需要節減の実効を挙げつつ、国民生活や産業活動に
及ばす影響を最小限に止めるよう、本年6月 より9月 までの間、
産業・業務部門と家庭部門ともに 15%カ ットを目途に節減策を講
じる。(ただし、病院や公共輸送機関等ライフラインに関わる部門
については、最大限配慮するものとするが、この前提として地域
及び工業団地等との協力が必要である。)特 に大口については、

電気事業法第 27条に基づく電気の使用制限を実施する。

② 節電ポイントによる省エネ製品の普及支援強化

(1)LED電 球の普及支援策強化
LED電球については、自熱電球の電力消費は 10分の 1程

度であり、通常の半分のポイントで購入できる節電ポイント制
度を新設する。この制度を実施することにより、東京電力管内
の 80%以上の世帯に普及させることを目標とする。(この普及



に要する予算は500億円と見込む。)

(※)LED電 球 1個あたりの価格を平均して約3,400円 (40Wと 60Wの平
均)と して、東京電力管内の全世帯数を約 1,740万世帯とし、さらに各
世帯ごとに最低 2個は自熱電球を使用していると仮定すると、全体の
80%の世帯数 (約 1,400万世帯)に普及させるためには、約 476億円の

予算が必要となる。

自熱電球をLED電球に切り替えた場合、電球 1個あたりの電力節減

率は自熱電球に比して約 80%に達する。これを東京電力管内の相当世帯
が実施すれば、数万 kW規模の電力削減効果が期待できる。(東京電力管

内の全世帯が切り替えた場合は約 12万 kWの電力削減が見込める。)

(li)家電節電ポイント制度の集中的導入

家電節電ポイント制度を今年 6月 ～ 9月 までの期間限定で

復活させ、省エネ家電のよリー層の普及支援を強化する。こ

の対策に必要な予算規模は、4ヶ月間の導入の場合で約 1,017

億円であり、この期間と同程度の普及効果を見込むと、約 72

万 kWの電力削減を見込むことができる。
(※)家電エコポイント制度の開始後、 2年間で約 6,100億ポイントのエ
コポイントを発行しており、(1ポイントは1円相当)制度実施からエ
コポイントを発行した家電 (エアコン、冷蔵庫、テレビ)の東京電力管
内における電力削減量は約431万 kWと される。
今般、新たに導入する家電節電ポイントを期間限定で導入することに

よりさらなる電力節減効果が期待できる。

③ 今夏までの公衆電灯のLED照明への切替え促進
東京電力管内における公衆電灯 (電力使用量は710万 kW)を L

ED照明に切替えることにより、約 10%の電力節減効果を目標と
すると71万 kWの電力削減が期待できる。

〔企業〕

④ 産業・業務部門における電力需要削減努力の促進
今夏の電力需給に備え、ビーク時電力使用の工夫 (勤務時間の

ビーク時からの移動 (輪番操業)、 休暇の分散及びピーク時電力使
用を抑制できた企業への料金引下げなど)を含む生産活動計画を
策定し、産業活動を最大化を図る。

⑤ 節電ビズ及び「始業・終業時間の繰上げ」等の励行 (別紙 参
照)

節電ビズの普及に加え、永田町及び霞ヶ関等の政府 。国会関係

機関において始業・終業時間の 1時間程度繰上げや時差出勤の活

用など、働き方の見直しを率先して実行することを通し、実績を



公表して広く国民運動の起爆剤となることを目指す。

⑥ 節電実績に伴う電気料金キャッシュバック制度の新設 (再掲)

今夏の電力需給対策のため、2001年にカリフォルニア州が導入
した、対前年比で 20%電力消費を節減した家庭及び企業等に対し
て、 7月 ～9月 までで、かつ、13時～15時までの電力需要ピーク
時に限定で当該月の電気料金を 20%現金でキャッシュバックする
制度を新設する。(一方、20%以上超過した家庭及び企業には、超
過分について 20%の料金引上げを行う。)

また、家庭での節電対策のため、具体的な節電方法について、
一層の広報・啓発活動を実施する。

〔地方自治体への要請〕

⑦ 国、関係都道府県及び市町村 (東北及び東京電力管内の自治体
数は約 600)は、省エネ機器導入及び自主行動計画 (公共施設の冷
房、道路等の照明等の可能な限りの節減)及び省エネ供給力強化
支援プログラムを策定し、率先して節電に努めることとする。

〔緊急節電情報の提供〕

③ 電力需給の情報のリアルタイムによる提供 (緊急節電情報)

この夏の電力需給状況をテレビ、インターネット、携帯電話等
を通じて、政府及び東京電力から国民に向けてリアルタイムで情
報提供する取組みを開始する。ピーク時においては、緊急節電速
報を発信することとする。
(例)大停電を未然に回避するため、当日のピーク時電力需給予想に加え、
夏期に気温が 1℃上昇すれば、東京電力管内において約 170万 kW電力需要
が増えるとし、節電のため家電等の使用方法のアイディアなどを分かりや
すく提供する。

【中長期的対策】

3.電力供給力の強化

電力需給のアンバランスは、この夏以降も継続するものと予想さ
れることから、今後、中長期的な電力供給力の強化のために必要な
対策として、次の対策を実施する。

① 各発電所における新規立地促進

早期に電力供給計画を見直すとともに、天然ガス火力、(高効率)
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石炭火力、再生可能エネルギーをはじめ新たな発電能力の増強を、

地理的事情にも配慮しつつ、以下の規制見直しを含め強力に推進

すること。

〔留意事項〕
今後の電力供給力増強のため、以下の規制見直しを実施することとする。

○ 火力発電所等を新増設する場合、環境アセスに最低でも3～ 3年半は必要

であるとされている。環境アセス法第 52条第 2項に基づく適用除外規定を

東京電力及び東北電力管内の発電所に適用し、最低限必要な環境アセスに限

定する規制緩和を実施することで電力設備の新増設を可能な限り加速させ

る。

② 自家発電設備の新設及び中規模ガスコージェネレーションシス

テムの新設支援強化

常時発電可能 (毎 日数時間程度発電可能な設備)な中規模ガス

コージェネレーションシステム及びバックアップ電源を含めた自

家発電設備の新設を加速させるため、投資金額の 50%相当を国が

補助し、急速な導入拡大を図る。この対策に3年程度の期間をか

けて、200万 kWを 目標として電力供給増強を図る。

③ 太陽光等再生可能エネルギーの全量買取制度実施による供給能

力の増強

同制度を導入することによって、制度導入 3年後には東北及び

関東で約 330万 kWを再生可能エネルギーで供給できるなら体制整

備を図ることとする。(こ の対策の前提として、スマー トメーター

の導入促進等、系統安定化対策が不可欠である。)

(※)再生可能エネルギーの全量買取制度とは、電気事業者に対し、太陽光・

風力・水力・地熱及びバイオマス等の再生可能エネルギーで発電した電気を
一定の期間にわたって一定の価格で買い取ることを義務付けるものである。

④ 電気事業者間の電力融通量拡大
日本全国の電気事業者からの電力融通量を拡大するため、送電

網の強化及び周波数の変換装置を含めた連系線の強化 (現在の最

大 160万 kW(北海道、東北間の連系線 60万 kWを含む)を 3年以

内に倍増を図るため、早期に政府としての対応を具体化する。)

⑤ 周波数対応型生産設備の技術開発及び設備導入
いずれの周波数にも対応できる生産設備その他の電気設備の技

術開発を進め、工場施設等への導入を図るための具体的な制度設

計に着手する。



⑥ 全国の原子力発電所の地震 口津波対策の総点検を実施

安全保障の観点から可能な限り早急に対策を実施することが求
められる。

今回の津波は過去に例を見ない大津波であったことから、今後
の指針は今回の津波よりも大きな災害が発生した場合でも耐えう
るような基準とすべきである。

4.電力需要対策

導入時期については、明確ではないが、今後電力需給の構造を改
善するために以下の対策に早急に着手すべきである。

① 熱電併給機器 (家庭用・業務用)及びスマートメーターの普及・

導入

スマートメーターは 1機につき約 1万円程度とされており、仮
に東京電力管内の全世帯 (約 1,740万世帯)に普及させるとすれ
ば、1,740億円程度の費用が必要となる。政府は、電力会社と連携
し、よリー層の普及促進を行うこととする。

(※)スマー トメーターは、電力使用の「見える化」を通 して、各ユーザーの

使用実態把握 と節電意識の向上を進めるとともに、大ロユーザーに対する上

限設定を可能とすることにより、ピーク時における需要抑制に資する。

② 公衆電灯のLED照明への切替え促進
東京電力管内における公衆電灯 (街路灯及び信号機等)の電力

使用量は 710万 kWであり、これをすべて蛍光灯等からLED照明
に切り替えることにより、約 30%の電力節減効果が見込めること
から約 210万 kWの電力節減を図るものとする。

(※ )本対策は、長期的な対策として公衆電灯の L tt D照 明切替のため、地方

自治体が負担する導入費用を補助することとし、最低でも年間 600億円以上
の予算措置を講じることとする。

東京電力管内の街路灯及び信号機を 5年間で L tt D照明に切替え、かつ、
その事業費の 3分の 1を補助することとする。 1年間あたり約 180万本を対
象とする。

③  「有機 EL」 の技術開発促進
「有機 EL」 は、面発光及び軽量薄膜の特長をもつ次世代照明と
して注目されているが、現在国家プロジェクトとして「次世代照
明等の実現に向けた窒化物半導体等基盤技術開発」(平成 23年度
予算 :24億円)が進められている。このプロジェクトでは、大学
又は民間企業に対して事業費の半額を国家が補助する仕組みとな
っているが、より集中的に開発を進めるために事業費全額を国が



補助する。

④ 家庭用蓄電池及び企業用蓄電池 (NAS電池)の普及促進支援

ピーク時分散化で夜間電力の有効活用に資するため、家庭用蓄

電池等については、非常用電源としての需要が急増したこと等を

背景に、各電機メーカーが l kWh～ 5 kWhの 蓄電池の販売を前倒し

することを検討している。まだ価格が l kWあたり20万円程度であ

ることから、今後 3年間で 100万 kW程度を個普及させることを目

標に、 l kWあたり10万円補助することとする。

企業用蓄電池 (NAS電池)については、l kWあたり24万円程

度であり、今後 3年間で 100万 kW程度を普及させることを目標に、

設備導入費用の一定割合 (中小企業は 1/2、 大企業は 1/3)
を補助することとする。(予算規模は、家庭用蓄電池及び企業用蓄

電池を合わせて約 2,000億円)
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(参考 ) 平均的家庭部門における夏季の省エネ対策の効果試算

機器名

家庭での

電 力使用

の割合

家庭の月間

電力使用量

(kWh)

対策による

省エネ可能量

(kWh)

省エネ対策後

電力使用量

(kWh)

省エネ対策の内容

エアコン 25.2% 75.6 15.1 60.5

冷蔵庫 16.1% 48.3 6.0 42.3 設定温度を強から中に下げ、無駄な開閉回数を減らす

照 明器具 16.1% 48.3 4.8 43.5 点灯時間の 10%短縮、自熱電球を LEDに交換

テレビ 9.9% 29.7 30 26.7 視聴時間のコ日1時間短縮、不使用時の待機電力削減

小 計 673% 201.9 24.6 173.0

その他 327% 98.1 5.9 92.2 待機電力の削減 (パソコン、温水洗浄便座、衣類乾燥機等 )

合 計 100% 300 30.5 2652

省エネによる家庭部門の電力削減効果 11.6%

i落斎薫諸

倉警彙い韓簿犠
1.● 痛

衣編乾鍛曇
23郷

議求燒澤彙森
39χ

常識カーベット
4.3χ

爛新ti海エネルギー薄甲菫
'0年=電

婦 摯綸織
=(準

■10年虫檜菫議 ,

曇 :富合難日■菫人●て 1ヽ■た0.禽摯が
'0●

丼t●合いません。

※ 省エネ対策 の効果 については(財 )省 エネセ ンターの試算 を使用

対策の効果合計



別紙 1

電力需給問題対策PTヒアリング結果概要版

電力削減目標
(適用除外 )

(特別な配慮 )

京浜港外貿コンテナ埠頭
鉄道

塞併鑽曇森攀
倉庫(定温・定湿、自動化、貯蔵槽倉庫)

医療機器産業連合会、全老健、」A、 製薬工業
外貿埠頭協議会            ~
」R東日本、民鉄協会、JR貨物

報処智鰍蜂
'‐

軽全‐…
」R貨物、民鉄協会、定期航空協会、
倉庫協会、冷蔵倉庫協会
港運協会

ガス協会、LPガス協会、天然ガス鉱業会、
機械工業連合会、建設機械工業会、工作機械工業会、
商工会議所、石油化学工業協会、製紙連合会、
ソーダエ業会、製薬工業会、繊維産業連盟、
電子情報技術協会、鉱業協会

※参考
(計画停電対象
除外・見直し)

規制緩和など

新設の新設の促進、新規電源(火力、水
力、自家発電等)の設置伴う許認可の緩



月1紹氏2

電力需給問題についての議員提言一覧

○ 官公庁

・ 地方官公庁におけるLED導入のため交付税措置等の実施

。 首都機能の一部移転

・ 官公庁や学校の休日を輪番制で平日の二日に

。 首都圏にいる必要のない学生を他地域へ、大学自体の一時的移転

○ 企業・団体等

・ データーセンターの移転による電力需要削減

(首都圏に 72%集中→関西等移転により71万 KW純減)

・ 娯楽産業の輪番休業日の実施

・ パチンコなど娯楽施設の大幅節電要請

・ 民間企業等におけるLED。 省エネコンプレッサー等導入のための補助制度の実施

・ 窓ガラス等への日照調整フィルム導入のための補助制度の導入

。 ものづくり産業における節電のためジャス トインタイム生産システムから在庫管理に

よる計画生産への移行

。 工場内における操業時間調整

・ 企業等に対して、ピーク電力を監視するデマンドコントロール導入の義務付け

・ 不要不急の会合等は東京電力圏以外の都市で行うように要請

・ 首都圏に必要のない部門や機能を西日本へ移転する民間企業に対する移転補助

。 大型商業施設の営業時間の短縮や輸番制の休日復帰

・ 深夜テレビ放映の禁止

。 自動販売機設置抑制制度の導入 (売上に対する目的税の課税等)

※ 自販機に対する過度の規制反対の意見もあり

〇 家庭等

。 エコポイントの復活

。 エコポイントを活用した被災地支援

。 一般家庭に対する具体的な啓蒙活動の推進

・ 旧型家電の家電リサイクル法の対象除外

〇 共通項目

・ 省エネ機器の普及策の実施

・ サマータイム制度の導入

。 今まで以上のクールビズの奨励、期間延長

・ 照明、エスカレーターなどにおける人感センサーの設置



力供給体制の

○

○

自然エネルギー関係

再生可能エネルギー発電の推進 (太陽光パネル・風力発電機在庫を国が買い上げ地方公

共団体に無償配布)

12年度導入予定の全量買取制度内容の早期明確化及び前倒し実施

太陽光発電システムの地域での導入補助

自家発電等

特定規模電気事業者、卸電気事業者の参入促進

消防法の緩和 (民量備蓄量を現行 A重油 2キロリットル→拡大 )

自家発電推進のため、条例の見直し

企業の自家発電推進のための支援の実施

企業における効率発電機導入の促進

(ガス関係)

ガス空調の活用

中小企業組合等に対 し大ロガス共同需給契約が認められるようガス大口需要家につい

て柔軟に運用

発電・省エネにおけるガスの積極的利用 (ガスを利用した発電、ガス冷房装置導入によ

り東京電力管内で 100万 KWと試算 )

電力会社関係

休止中の発電所の迅速な再開

定期検査が終了し緊急対策が完了した原子力発電所の順次立ち上げ

周波数変換所の早急な建設 (土地収用法の発動も含め)

全国的な送電網の安定性確保に向けた抜本的改革

周波数の統一

静岡県東部を現在の東電配電から中部電力地域へと変更

電力託送料金の当面の無料化

・ 節電手法の実施に際しては企業の生産活動を重視すべき

。 電力供給制限は一律ではなく、優先順位を決めてきめ細かく

。 連続操業を必要とする業種に対する電力供給の優遇

・ 需要が急激に増えた場合における電力遮断手法をあらかじめ定めておく

。 医療関係施設、最先端研究施設等に対する電力抑制目標の対象除外

・ 交通網に対する電力抑制目標の対象除外

。 内需拡大及び復興支援のため「復興ポイント制度」の導入。(購入価格の 5%をポイント

として被災地に寄付)

〇
　
・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・


